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令和７年度 当初予算

浜名湖北部用水いなさ湖発電所
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令和６年度 建設状況



事業課業務の紹介
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浜名 湖 北部 用水 土地改 良区

H P は
こちら！

総務課 庶務・会計に関すること

〒431-2102 浜松市浜名区都田町 8807-2

Tel 053-424-5222・Fax 053-424-5223
e-mail: hamahoku_soumu@clock.ocn.ne.jp

事業課 農業用水の通水・工事・農地転用・埋設管の問い合わせ等

〒431-2102 浜松市浜名区都田町 7540-60

Tel 053-428-3219・Fax 053-428-1277
e-mail: hamahoku@fuga.ocn.ne.jp

各種様式ダウンロード可能

農業用水を大切に使ってください
◎用水の“出しっぱなし”など無効な捨て水はやめてください。
◎給水栓の開閉は、しっかりお願いします。

限りあるみなさんの大切な水ですので、ご協力をお願いします。

https://midorinet-hamahoku.com

こんなときは…

届出のお願い ● 組合員の死亡時

● 住所・氏名の変更

● 耕作者の変更

● 農地を売買、交換した場合

この手続きは、土地改良法第43条で定めれられている組合員の義務となります。

本 区

280円/㎡
令和７年度決済金

単価改訂のお知らせ

工 区

170円/㎡

(三ヶ日工区内)
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【組合員とは？】 当土地改良区の受益地内で、農地を所有又は耕作している方です。
詳細は担当課にお問合せ下さい。

組合員のみなさまへ （お願い・お知らせ）


